
ハラスメント相談フロー（R3.4.1～） 

 

 

 

      

 

の場合 

調査や処分等を希望した場合 
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相談員 

 

人事課 

相談のみ 
調査等希望なし 

終了 

ハラスメント防止対策委員会 

行為者・相談者に 
ヒアリング 

ハラスメントに 
該当しない 

終了 

ハラスメントに該当した場合 
和解・懲戒・その他のいずれ 

から選択し、 

査問委員会 

理事長 

理事会 

 


